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令和７年度湯梨浜町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、

令和７年度湯梨浜町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。 
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令和７年度　湯梨浜町水道事業会計 予算繰越計算書

　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

左の財源内訳

国庫補助金 企業債 工事負担金
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円

21,780,000 0 21,780,000 0 0 0 21,780,000 0

円 円 円 円 円 円 円 円

42,860,000 25,542,000 17,318,000 0 0 9,319,000 7,999,000 0

円 円 円 円 円 円 円 円

64,640,000 25,542,000 39,098,000 0 0 9,319,000 29,779,000 0

　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

左の財源内訳

国庫補助金 企業債 工事負担金
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円

21,000,000 0 21,000,000 6,912,000 0 0 14,088,000 0

円 円 円 円 円 円 円 円

21,000,000 0 21,000,000 6,912,000 0 0 14,088,000 0

翌年度
繰越額

事業名 予算計上額 不用額

県事業の繰越に
よる事業期間の
延長

上下水道施設中
央監視装置更新

業務

款
支払義務
発 生 額

項

1 資本的支出

翌年度
繰越額

必要機器の調達
の遅れによる事
業期間の延長

説　明

1 建設改良費

1 資本的支出 1 建設改良費

合　　計

国道179号（は
わいバイパス）
改良工事に伴う
上水道管支障移

転工事

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

合　　計

不用額 説　明

1 事業費用 1 営業費用
水道事業アセッ
トマネジメント
計画策定業務

業務時期の調整
による事業期間
の延長


